
○国立大学法人金沢大学特任教員の就業に関する規則 

平成18年4月1日 
規則第32号 

 
(目的) 

第1条 この規則は，国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)が，研究・教育及び診療活動の活性化，高度

化を図るために，特別に雇用する者の就業について，基本的な事項を定めることを目的とする。 
(定義) 

第2条 この規則により雇用する職員を本学職員就業規則第2条第2項に規定する教育職員とし，「特任教員」と称

する。 
2 この規則において「テニュア・トラック」とは，昇任審査請求権付き有期雇用契約をいう。 

(種類) 
第3条 特任教員のうち，大学設置基準及び大学院設置基準に基づき本学が定める教育研究上の基本組織(以下「基

本組織」という。)，又は特定のプロジェクトに雇用する者を「特任教員Ⅰ種」とし，次に掲げるものとする。 
(1) 優れた人材を育成するために，テニュア・トラック制度を適用して雇用する者 
(2) 特定のプロジェクト等を推進する上で，特に学長が必要と認めた者 

2 特任教員のうち，高度で専門的な知識・経験を有する者で，病院自己収入の増，附属病院の管理運営の強化

及び診療レベルの向上のため，基本組織に雇用するものを「特任教員Ⅱ種」とし，次に掲げるものとする。 
(1) 新たな治療方式や検査方式を開発・確立し，それが広く応用されるなど医学界で高く評価される者 
(2) 特定の治療方式や検査方式に練達して知名度が高く，広域から受診希望者が集まる者 
(3) 地域医療機関からの信頼が厚く，多くの紹介患者が見込まれる者 
(4) 的確な診断・治療で定評があり，患者から広く支持されている者 
(5) 管理・運営の強化に資し，病院経営の改善への評価が高い者 

3 特任教員のうち，基本組織以外の組織等に，外部資金を原資として雇用する者を「特任教員Ⅲ種」とし，次

に掲げるものとする。 
(1) 寄附講座及び寄附研究部門の研究・教育を担当する者 
(2) 科学研究費補助金等の外部資金を受けて，研究・教育を担当する者 
(職名) 

第4条 特任教員の職名は，その業績，職務内容に応じ次に掲げるものとする。 
(1) 特任教授 
(2) 特任准教授 
(3) 特任助教 
(4) 特任助手 
(選考) 

第5条 特任教員の採用のための選考は，教育研究評議会の議に基づき学長の定める基準により，教授会又はこ

れに相当する委員会の議に基づき学長が行う。 
2 前項の選考には，本学教員選考基準を準用する。 
3 第7条で規定する給与で別表1を適用する特任教員(第3条第1項第1号の特任教員を除く。)を雇用する場合は，

役員会の意見を聴くものとする。 
(雇用形態) 

第6条 特任教員は，勤務時間が1週間当たり本学職員就業規則第46条で定める時間を勤務する常勤職員(以下「常

勤特任教員」という。)と1週間当たり30時間を超えない範囲内の非常勤職員(以下「非常勤特任教員」という。)
とする。 

2 非常勤特任教員については，1週間当たり10時間以上勤務するものとする。ただし，学長が特に必要と認めた

場合は，役員会の承認を得て10時間未満の勤務とすることができるものとする。 
(給与等) 

第7条 特任教員の給与は，別表1及び別表2に定める額とする。 
2 特任教員Ⅰ種(第3条第1項第1号の者)の給与は，別表1を適用する。 
3 特任教員Ⅰ種(第3条第1項第2号の者)，特任教員Ⅱ種及び特任教員Ⅲ種の給与は，別表1又は別表2を適用する。



ただし，学長が特に必要と認めた者については，役員会の承認を得て学長が別に定めることができる。 
4 本学を定年退職した者の給与については，再雇用欄に定める額とする。ただし，顕著な業績等を有する者に

ついては，役員会の承認を得て学長が別に定めることができる。 
5 非常勤特任教員の給与は，別表1の本給年額又は別表2の本給月額に当該教員の週当たりの勤務時間を乗じて

得た額を常勤特任教員の1週間当たりの勤務時間で除した額(100円未満を四捨五入)とする。 
6 別表2に定める経験年数が上位の区分に達した時は，翌年の1月1日に昇給させることができる。 
7 別表1を適用する特任教員(以下「年俸制適用特任教員」という。)の諸手当は，特殊勤務手当(夜間業務手当に

限る。)，時間外・休日労働手当，夜間勤務手当，宿日直手当及び診療待機手当を常勤職員に準じて支給する。 
8 別表2を適用する特任教員の諸手当は，管理職手当，通勤手当，特殊勤務手当(夜間業務手当に限る。)，時間

外・休日労働手当，夜間勤務手当，宿日直手当，診療待機手当，期末手当及び勤勉手当を常勤職員に準じて支

給する。ただし，非常勤特任教員には，期末手当及び勤勉手当は支給しない。 
9 常勤特任教員のうち医師免許を有する者で診療に従事するものには，初任給調整手当を常勤職員に準じて支

給する。ただし，年俸制適用特任教員には，支給しない。 
10 年俸制適用特任教員の給与は，本給年額(第5項の適用を受ける者は第5項による額)を12で除した額(1円未満

を切上げ)を毎月支給する。 
11 給与の支給日は，本学職員就業規則第34条の規定によるものとする。 

(雇用期間) 
第8条 特任教員の雇用期間は，通算5年を限度とする。ただし，育児休業，介護休業及び産前・産後休暇の期間

は，当該雇用期間に含まない。 
2 特任教員Ⅲ種のうち，寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)に雇用された者の雇用期間に

ついては，前項の規定にかかわらず，寄附講座等の設置期間を限度とすることができる。 
(雇用年齢) 

第9条 特任教員の雇用年齢は，70歳までとし，その年齢に達した日以後における最初の3月31日に退職する。 
2 寄附講座等に雇用された特任教員は，前項の規定に関わらず前条第2項の期間内までの年齢とすることができ

る。 
(社会保険等) 

第10条 特任教員の医療保険，年金保険，労災保険，雇用保険及び介護保険等は，各法令に従って本学が事業主

として加入する。 
(退職手当) 

第11条 退職手当は，特任教員が退職等をした場合に支給する。ただし，次の各号に掲げる者には，支給しない。 
(1) 6月未満で雇用期間の満了により退職した者又は自己都合により退職した者 
(2) 本学を定年により退職した者 
(3) 非常勤特任教員 
(4) 年俸制適用特任教員 
(5) 本学職員退職手当規程第24条に該当する者 

2 退職手当の額は，退職時の本給月額に次の各号に掲げる退職事由に応じた割合を乗じて得た額とする。 
(1) 自己の都合等による退職 1年につき0.3 
(2) 任期の満了による退職，通勤(労働者災害補償法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。)
による傷病又は業務外の死亡による退職 1年につき0.5 

(3) 業務上の死亡による退職 1年につき1.35 
3 勤続期間は，特任教員として在職した期間とし，その他の期間は，当該勤続期間に算入しない。 
4 勤続期間の算定は，本学職員退職手当規程第19条の規定により算定するものとする。この場合において，算

定後の勤続期間が6月未満となる場合にあっては，退職手当を支給しない。 
5 その他退職手当の支給に関し，この規則に定めのない事項については，本学職員退職手当規程による。 

(その他) 
第12条 この規則に定めの無い事項については，本学職員就業規則，本学非常勤職員就業規則及び本学教育職員

人事規程のほか，本学の就業に関する規則及び労働基準法等関係法令の規定による。 
2 特任教員には，本務に支障のない範囲内で他の授業及び研究指導等に従事させることがある。 
3 この規則により難い場合は，その都度学長が定める。 
 



附 則 
1 この規則は，平成18年4月1日から施行する。 
2 平成18年3月31日(以下「調整日」という。)に本学の非常勤職員として在職していた者から引き続きこの規則

による特任教員となった者(以下「継続特任教員」という。)の第7条に規定する本給月額は，次に掲げる額とす

ることができる。 
(1) 調整日にフルタイム職員であった職員 調整日に支給されている単価の基となる非常勤職員給与規程第3
条に定める本給の月額 

(2) 調整日にパートタイム職員であった職員 調整日に支給されている単価の基となる非常勤職員給与規程

第3条に定める本給の月額 
3 調整日に住居手当を受給していた継続特任教員の住居手当は，本学の常勤職員に準じて支給することができ

る。 
4 第1項第1号に規定する職員で本学を定年退職した者については，第11条第1項第2号の規定は適用しない。 

附 則 
1 この規則は，平成19年4月1日から施行する。 

附 則 
この規則は，平成20年4月1日から施行する。 

附 則 
1 この規則は，平成21年4月1日から施行する。 
2 この規則の施行の際，現に非常勤特任教員として雇用されている者の勤務時間は，改正後の第6条第2項の規

定にかかわらず従前の勤務時間とする。 
3 大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究科を担当する特任教員には，本給の

調整額を常勤職員に準じて支給する。 
附 則 

この規則は，平成22年4月1日から施行する。 
附 則 

この規則は，平成22年12月1日から施行する。 
附 則 

この規則は，平成23年4月1日から施行する。 
 
別表1 
第7条関係 

職種 級 号給 本給年額 
助教 2   6,900,000円

准教授 4   8,700,000円

教授 5   11,100,000円

再雇用 7,800,000円

別表2 
職種 級 号給 本給月額 経験年数(大学4卒以後)

助教 

助手 
2 1 200,000円 5年未満 

2 250,000円 5年以上 
3 300,000円 10年以上(博士の学位取

得者については，7年以

上) 
4 350,000円 15年以上 
5 400,000円 20年以上 
再雇用 290,000円 本学を定年退職した者 

准教授 4 1 300,000円 9年未満 
2 350,000円 9年以上 
3 400,000円 14年以上 



4 450,000円 19年以上 
5 500,000円 24年以上 
再雇用 340,000円 本学を定年退職した者 

教授 5 1 400,000円 16年未満 
2 450,000円 16年以上 
3 500,000円 21年以上 
4 550,000円 26年以上 
5 600,000円 31年以上 
再雇用 420,000円 本学を定年退職した者 

注 
1 経験年数の換算等は，金沢大学職員給与規程に準じて算定する。 
2 附属病院長に併任した者は，教授5級5号給とする。 


